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（1）　わが刑法挙とドイツ刑法学との関係

旧
刑
法
時
代

　
・
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
化
は
明
治
維
新
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
刑
事
立
法
の
分
野
で
は
、
維
新
後
、
失
継
ぎ
早
に
制
定
さ

れ
た
、
仮
刑
偉
（
明
治
元
年
、
一
八
六
八
年
）
、
新
律
綱
領
（
明

治
三
年
、
一
八
七
〇
年
）
、
改
定
律
例
（
明
治
六
年
、
一
八
七
三

年
）
は
、
い
ず
れ
も
明
律
、
清
偉
を
参
酌
し
て
偉
令
系
刑
法
の
復

古
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
形
式
は
と
も
か
く
内
容
的
に
は
、

徳
川
幕
府
の
刑
法
を
引
き
継
い
だ
点
も
多
く
、
お
よ
そ
近
代
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

の
性
格
を
備
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
近
代
的
刑
法
典
は
明
治
二
二
年
（
一

八
八
○
年
）
に
発
布
さ
れ
、
同
一
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
で
あ
る
。
こ
の
旧
刑
法
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
刑
法
学
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
Ω
畠
冨
く
向
邑
－
⑭
田
9
詔
o
畠
o
p

崖
豊
－
岩
昌
）
が
起
草
し
た
草
案
を
基
礎
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
、
一
八
一
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
を
模
範
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
旧
刑
法
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
は
、
は
じ
め
て
西
欧

流
の
近
代
的
刑
法
典
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
同

時
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
刑
法
恩
想
が
輸
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
わ
が
国
の
刑
法
学
が
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ

で
、
旧
刑
法
の
理
論
的
基
礎
を
な
し
た
も
の
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
刑
法
思
想
、
と
く
に
、
旧
刑
法
の
性
椿
に
決
定
的
影
響
を
与
え

た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
支
持
し
て
い
た
折
衷
主
義
（
■
．
伽
8
－
⑦
①
－
8
－

ま
壱
①
）
の
刑
法
理
論
で
あ
っ
た
。
折
衷
主
義
の
刑
法
理
論
は
オ

ル
ト
ラ
ン
を
そ
の
代
表
者
と
す
る
理
論
で
あ
っ
て
一
九
世
紀
前
半

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
通
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
刑
法
の
基
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本
を
正
義
と
公
益
と
に
求
め
、
絶
対
的
正
義
圭
義
と
社
会
功
利
主

義
と
む
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
で
、
こ
こ
か
ら
、
道
徳
上
の

悪
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
公
益
に
害
の
あ
る
行
為
の
み
が
犯
罪
と

し
て
処
罰
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
折
衷
主
義
を
そ
の
理
論
的
基
礎
と
す
る
旧
刑
法
の
制

定
と
当
時
の
わ
が
法
学
界
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指
導
的
役

割
と
が
、
あ
い
ま
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス

流
の
折
衷
主
義
の
刑
法
理
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
旧
刑
法
制
定
後
、
は
じ
め
て
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
た
西
欧

流
の
刑
法
挙
を
指
導
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
流
折
衷
主
義
の
刑
法

　
　
　
　
＾
2
〕

理
論
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
旧
刑
法
の
施
行
を
契
機
と
し
て
、
ま
ず
わ
が
刑

法
学
を
支
配
し
た
フ
ラ
ン
ス
流
折
衷
主
義
の
刑
法
理
論
は
、
そ
の

土
台
と
も
い
う
べ
き
旧
刑
法
そ
の
も
の
の
地
位
が
不
安
定
で
あ
っ

た
た
め
に
、
そ
の
指
導
的
役
割
を
長
く
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

明
治
二
〇
年
代
の
始
め
に
は
、
新
し
い
理
論
的
立
場
か
ら
攻
撃
を

う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
刑
法
が
範
と
し
た
フ
ラ

ン
ス
刑
法
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
の
権
威
主
義
の
影
響
の
も
と
に

あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
思
想
的
基
調
が
啓
蒙
思
潮
的
な
自
由
主
義

で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
旧
刑
法
も
こ
う

し
た
性
格
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
旧
刑
法

に
対
し
て
は
、
施
行
当
初
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
批
判
は
、
一
方
で
は
、
旧
刑
法
の
も
つ
自
由
主
義
的
性
椿

が
保
守
派
の
感
情
的
反
発
を
招
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
も
あ
っ
た

＾
3
）

が
、
主
た
る
批
判
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
新
し
い
刑
法
思
潮
の
影
響

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
一
八
一
〇
年
の
フ

ラ
ン
ス
刑
法
を
範
と
し
た
旧
刑
法
が
成
立
し
た
一
八
八
O
年
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
で
は
す
で
に
犯
罪
原
因
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
が

進
み
、
犯
罪
は
行
為
者
の
反
社
会
的
性
樒
（
社
会
的
危
険
性
）
の

徴
表
で
あ
り
、
刑
罰
は
、
杜
会
的
に
危
険
な
者
か
ら
社
会
を
防
衛

す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
刑
罰
は
主
と
し
て
犯
罪
者
の
改
善
に

あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
近
代
学
派
が
台
頭
し
て
お
り
、
こ
の
新

し
い
刑
法
思
想
が
わ
が
国
に
流
入
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
間
も
な
く
、
明
治
一
〇
年
代

の
終
り
、
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
犯
罪
の
激
増
と
い
う
現

象
が
出
現
し
た
。
こ
れ
は
、
明
治
維
新
後
の
急
激
な
社
会
的
変
革

に
も
と
づ
く
混
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
学
派
の
刑
法

理
論
を
挙
ん
だ
人
々
（
窟
井
政
章
、
穂
積
陳
重
、
古
賀
廉
造
等
）

は
、
こ
の
犯
罪
の
激
増
は
、
旧
刑
法
の
応
報
刑
主
義
、
権
威
主
義

が
社
会
防
衛
の
必
要
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
よ
る
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（3）　わが刑法学とト■イツ刑法学との関係

も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
犯
罪
の
激
増
を
旧
刑
法
と
そ
れ
を
支

え
る
折
衷
主
義
の
刑
法
理
論
の
貴
任
に
帰
し
、
祉
会
防
衛
主
義
、

目
的
主
義
を
高
唱
し
、
こ
の
立
場
か
ら
刑
法
改
正
の
必
要
を
説
い

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
明
治
政
府
は
刑
法
改
正
作
業
を
開

始
し
た
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
範
と
し
た
立
法

作
業
が
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
を
範
と
し
た
立
法
作
業
に
移
行
す

る
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
応
じ
て
、
刑
法
改
正
作
業
に
お
い
て
も

一
八
七
〇
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
が
参
照
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の

影
響
カ
伯
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
っ
て
次
第
に
排
除
さ
れ
て
行
く
こ
と

と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
前
述
の
窟
井
政
章
、
穂
積
陳
重
、
古
賀

廉
造
等
の
主
張
は
、
一
般
威
嚇
と
懲
戒
を
中
心
と
し
た
社
会
防
衛

論
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
が
彼
等
の
視
野
に
全
く
入
っ
て
い

な
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
リ
ス
ト

を
申
心
と
す
る
近
代
単
派
の
理
論
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
影
響
は
き
わ
め
て
稀
薄
で
あ
っ
た
。

　
明
治
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
い
ち
は
や
く
ド
イ
ツ
刑
法
学
を
学

ん
で
刑
法
の
体
系
的
叙
述
を
し
た
挙
者
と
し
て
江
木
衷
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
国
粋
主
義
的
立
場
か
ら
旧
刑
法
、
そ
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
ー
ー
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
的
刑
法
挙
に
対
し
て
、
は
げ
し

い
批
判
を
加
え
た
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
刑
法
論

は
、
ド
イ
ツ
の
へ
ー
ゲ
ル
学
派
の
刑
法
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ベ

ル
ナ
ー
（
≧
一
U
實
什
司
ユ
＆
ユ
g
団
Φ
昌
⑦
H
）
か
ら
学
ん
だ
も
の
で

あ
り
、
保
護
法
益
を
比
較
的
重
視
す
る
犯
罪
論
と
応
報
主
義
的
な

刑
罰
諭
と
に
特
色
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
は
彼
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
わ
が
刑
法
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
塑
言
で

は
な
か
ろ
う
。

　
次
い
で
、
当
時
、
リ
ス
ト
（
津
彗
N
く
g
－
叩
斗
）
と
ピ
ル
ク

マ
イ
ヤ
ー
（
〆
胃
－
く
昌
望
【
一
・
昌
ξ
胃
）
と
の
論
争
を
中
核
と
し

て
展
開
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
旧
両
単
派
の
争
、
い
わ

ゆ
る
挙
派
の
争
（
ω
o
巨
一
竃
g
冨
5
を
わ
が
国
に
紹
介
し
、
は
じ

め
て
こ
の
新
旧
両
派
の
理
論
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
勝
本
勘
三
郎
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
状
況
が
わ
が
国
に
お
い
て
次
第

に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
本
格
的
な

導
入
は
岡
田
朝
太
郎
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
明
治
三
三
年
、
ド
イ

ツ
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
彼
は
、
明
治
三
六
年
に
「
刑
法
講
義
」
を

公
刊
し
た
が
、
こ
の
書
物
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス

刑
法
系
の
挙
者
の
知
ら
な
か
っ
た
、
因
果
関
係
、
不
作
為
犯
、
間

接
正
犯
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
刑
法
掌
の
影
響
が
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犬
き
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
書
物
は
、
ド
イ
ツ
的
概

念
構
成
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
刑
法
書

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
彼
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
リ

ス
ト
に
学
ん
だ
の
で
、
そ
の
刑
法
理
論
は
主
観
主
義
的
で
あ
り
、

そ
う
し
た
立
場
か
ら
旧
刑
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
法

論
も
提
言
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
ド
イ
ツ
刑
法
挙
と

の
接
触
が
次
第
に
緊
密
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
三
六
年
に

は
、
吾
孫
子
勝
、
乾
政
彦
に
よ
っ
て
リ
ス
ト
の
刑
法
教
科
書
が
翻

　
　
　
　
　
　
＾
5
）

訳
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の

影
響
の
強
い
旧
刑
法
を
ド
イ
ツ
刑
法
挙
的
思
考
に
よ
っ
て
解
釈
し

よ
う
と
し
た
者
と
し
て
、
小
酵
伝
を
挙
げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

彼
の
「
日
本
刑
法
論
」
（
総
則
明
治
三
七
年
、
各
則
明
治
三
八
年
）

は
、
リ
ス
ト
の
刑
法
教
科
書
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
お
り
、
独
創

性
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
随
所
に
ド
イ
ツ
刑
法
挙
の

概
念
が
用
い
ら
れ
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
否
定
し
、
不
作
為
犯
、

間
接
正
犯
を
論
じ
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
に
も
ふ
れ
ら
れ
、

そ
の
後
の
わ
が
国
の
刑
法
学
で
論
ぜ
ら
れ
る
諸
問
題
が
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
全
面
的
に
利
用
し
た
の
は
前
述
し
た
よ
う

に
リ
ス
ト
の
刑
法
教
科
書
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
教
科
書
に
お
い
て

リ
ス
ト
が
示
し
た
解
釈
論
は
客
観
主
義
的
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
の

書
物
に
お
い
て
は
、
近
代
学
派
の
祖
と
し
て
実
証
主
義
的
刑
法
理

論
を
展
開
し
た
リ
ス
ト
の
新
し
い
主
張
を
新
旧
両
派
の
争
と
い
う

問
魑
状
況
の
も
と
で
把
握
す
る
と
い
う
視
点
は
欠
落
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
派
の
争
を
自
覚
的

に
わ
が
国
に
導
入
し
た
そ
の
後
の
わ
が
刑
法
学
に
お
い
て
、
彼
の

著
作
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
や
が
て
ド
イ
ツ
刑
法

挙
を
範
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
発
展
と
平
行
的
に
展
開
し
て
行

く
わ
が
刑
法
挙
の
先
駆
者
と
し
て
の
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

＝
　
現
行
刑
法
時
代

　
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
現
行
刑
法
が
成
立
す
る
。
旧

刑
法
か
ら
現
行
刑
法
へ
の
移
行
は
、
わ
が
刑
法
挙
が
フ
ラ
ン
ス
法

か
ら
ド
イ
ツ
法
へ
大
き
く
転
回
す
る
過
程
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た

刑
法
改
正
作
業
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
現
行
刑
法
は
、

一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
近
代
学
派
が
提
喝
し
た
新
し
い
刑
事
政
策
的
思
想
を

取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
ド
イ
ツ
刑
法
の
影
響
を
う
け
た
新
し
い
刑
法
の
も
と
で
、
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（5）　わが刑法挙とトIイツ刑法挙との関係

当
時
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
盛
で
あ
っ
た
新
旧
両
派
の
争
、
い
わ
ゆ

る
学
派
の
争
が
わ
が
国
に
自
覚
的
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
関
係

は
い
よ
い
よ
密
接
な
も
の
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
学
派
の
争
が
わ
が
国
に
お
い
て
本
格

的
に
展
開
す
る
口
火
を
切
っ
た
の
は
牧
野
英
一
で
あ
っ
た
。
牧
野

は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
リ
ス
ト
に
学
ぴ
、
近
代
学
派
の
刑
事
政
策

的
思
想
を
高
唱
し
目
的
刑
論
、
主
観
主
義
の
刑
法
理
論
を
展
開
す

る
。
リ
ス
ト
の
思
想
は
、
彼
に
よ
っ
て
全
面
的
か
つ
正
確
に
わ
が

国
に
伝
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
彼
は
テ
ザ
ー
ル
（
○
淳
o
弓
霧
胃
）
の

理
論
を
い
ち
は
や
く
紹
介
し
、
犯
罪
徴
表
説
を
採
用
し
て
い
る
。

　
こ
の
牧
野
の
近
代
学
派
の
刑
法
理
論
に
対
し
て
、
ま
ず
批
判
を

加
え
た
の
は
大
場
茂
馬
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
リ

ス
ト
の
論
敵
で
あ
っ
た
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
に
学
ぴ
、
そ
の
立
場
を

継
承
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
吉
典
学
派
の
立
場
か

ら
牧
野
の
主
張
す
る
近
代
学
派
の
理
論
に
対
し
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

ー
が
リ
ス
ト
に
加
え
た
と
同
じ
非
難
を
加
え
、
そ
の
犯
罪
論
体
系

も
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
そ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
彼
の
刑
法
学

は
応
報
刑
論
、
客
観
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
刑
法

単
が
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
強
い
影
響
の
も
と
に
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
因
果
関
係
論
、
不
能
犯
論
、
共
犯
論
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
刑
法
理
論
の
ひ
き
う
つ
し
で
は
な

い
。
彼
が
当
時
の
代
表
的
な
ド
イ
ツ
の
学
者
の
書
物
を
参
考
に
し

て
そ
の
刑
法
理
論
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
は
、
詳
紬
精
織
さ
に
お

い
て
当
時
他
に
類
を
み
な
い
彼
の
刑
法
教
科
書
に
お
い
て
、
多
く

の
ド
イ
ツ
文
献
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
牧
野
、
大
場
と
ほ
ぽ
同
時
代
の
著
名
な
刑
法
学
者
と
し
て
泉
二

新
熊
が
い
る
。
彼
は
、
犯
罪
論
に
お
い
て
客
観
主
義
、
刑
罰
論
に

お
い
て
は
予
防
主
義
、
目
的
刑
主
義
を
採
り
、
全
体
と
し
て
折
衷

的
態
度
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
大
審
院
長
に
ま
で
な
っ

た
彼
の
優
れ
た
実
務
家
と
し
て
の
感
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、
明
治
四
一
年
に
「
改
正
日
本
刑
法
論
全
」
を
刊
行
し
て
い

る
が
、
そ
の
序
に
お
い
て
、
同
書
を
書
く
た
め
に
主
と
し
て
ド
イ

ツ
書
を
参
照
し
た
と
述
べ
、
そ
の
最
も
主
な
も
の
と
し
て
、
ビ
ン

デ
ィ
ン
グ
（
宍
葭
二
｝
ぎ
o
自
自
o
q
）
、
フ
ラ
ン
ク
（
射
①
巨
ヴ
彗
q
く
o
■

軍
彗
庁
）
、
リ
ス
ト
、
メ
ル
ケ
ル
（
＞
o
o
巨
旨
實
ぎ
－
）
等
を
挙
げ

て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
明
治
末
期
以
降
、
わ
が
国
の
刑
法
単
は
、
ド
イ
ツ

刑
法
学
の
発
展
に
注
意
を
払
い
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
を
摂
取
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
論
的
発
展
を
は
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
、
そ
れ
以
後
の
刑
法
教
科
書
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
教

科
書
が
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
人
に

よ
り
粗
密
の
差
は
あ
る
が
ド
イ
ツ
学
説
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
、
学

術
的
論
文
に
お
い
て
は
、
と
く
に
ド
イ
ツ
文
献
を
渉
猟
し
て
、
そ

の
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
自
説
を
展
開
す
る
と
い
う
態
度
が
一
般

化
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
研
究
の
副
産
物
と
し
て
、
ド
イ
ツ
文
献

の
紹
介
も
盛
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か

ら
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
密
接
な
関
係
が
生
ま
れ
、

両
者
は
バ
ラ
レ
ル
な
発
展
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
以
下
、
牧
野
、
大
場
、
泉
二
に
続
く
次
の
世
代
以
降
の
代
表
的

な
挙
者
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
み
て

行
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
宮
本
英
脩
は
、
独
自
の
思
索
か
ら
主
観
的
違
法
性
論
お
よ
び
規

範
的
責
任
主
義
の
刑
法
理
論
を
構
築
し
た
の
で
、
そ
の
学
問
的
態

度
か
ら
み
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
文
献
の
引
用
検
照
が
少
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
初
期
の
論
文
で
あ
る
「
不
作
為
と
因

果
関
係
」
（
京
都
法
学
会
雑
誌
一
一
巻
＝
一
号
）
、
「
法
益
論
」
（
同

上
＝
一
巻
三
号
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
当
時
の

ド
イ
ツ
学
説
が
紹
介
さ
れ
、
数
多
く
の
学
者
の
見
解
が
検
討
の
対

象
と
さ
れ
て
い
る
。

　
小
野
清
一
郎
は
、
構
成
要
件
理
論
と
遣
義
的
責
任
論
と
を
二
大

支
柱
と
し
た
刑
法
理
論
を
樹
立
し
た
が
、
彼
の
刑
法
理
論
の
影
響

は
大
き
く
、
滝
川
幸
辰
と
と
も
に
、
構
成
要
件
理
論
を
中
核
と
す

る
客
観
主
義
刑
法
理
論
を
わ
が
刑
法
学
に
お
け
る
通
説
的
地
位
に

ま
で
高
め
た
。
小
野
は
、
彼
自
身
が
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
、

べ
ー
リ
ン
グ
（
向
『
畠
什
困
9
ぎ
o
目
）
お
よ
ぴ
M
・
E
・
マ
イ
ヤ
ー

（
旨
費
向
昌
g
旨
ξ
胃
）
．
に
学
ぷ
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

べ
ー
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
理
論
お
よ
び
M
・
E
・
マ
イ
ヤ
ー
の
新

カ
ン
ト
主
義
の
価
値
哲
挙
を
基
盤
と
す
る
犯
罪
論
体
系
を
批
判
的

に
摂
取
し
独
自
の
犯
罪
論
体
系
を
構
築
し
た
。
彼
の
構
成
要
件
理

論
の
研
究
は
綿
密
か
つ
広
汎
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
彼
は
ぺ
ー
リ

ン
グ
の
晩
年
の
見
解
で
あ
る
指
導
形
相
と
し
て
の
構
成
要
件
概
念

を
抽
象
的
す
ぎ
る
と
批
判
し
、
構
成
要
件
を
犯
罪
類
型
の
輸
郭
と

し
た
初
期
の
見
解
を
支
持
し
、
さ
ら
に
、
構
成
要
件
は
単
な
る
違

法
類
型
で
は
な
く
違
法
有
責
類
型
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、

小
野
は
、
研
究
の
副
産
物
と
し
て
数
多
く
の
ド
イ
ツ
刑
法
文
献
の

紹
介
批
評
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
は
、
た
と
え
ぱ
、

「
構
成
要
件
理
論
の
一
研
究
」
（
曽
9
冒
彗
目
零
冒
9
宍
葦
－
・
O
實
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■
g
冨
く
o
冒
↓
芭
ま
鶉
芹
竃
p
s
竃
）
、
「
刑
法
に
於
け
る
自
然
主

義
と
価
値
哲
学
」
（
曽
彗
ω
峯
①
－
N
具
オ
算
昌
彗
閉
目
；
昌
｛
オ
①
－

H
号
巨
－
畠
毛
巨
①
ぎ
望
量
｛
『
①
g
戸
岩
3
）
、
「
メ
ッ
ゲ
ル
著
、
ド

イ
ツ
刑
法
綱
要
」
（
甲
旨
雷
O
q
弩
一
∪
彗
誌
9
霧
ω
汁
冨
オ
8
ま
。
里
目

■
①
ま
邑
彗
・
畠
ま
）
な
ど
、
当
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
状
態
を
知

る
の
に
重
要
な
文
献
も
合
ま
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
関
係
の
密
接
化
に

大
き
な
役
割
を
果
し
た
学
者
と
し
て
滝
川
幸
辰
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
滝
川
は
、
小
野
と
同
じ
く
応
報
刑
論
、
客
観
主
義
の
刑

法
理
論
を
展
開
し
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
M
・
E
・
マ
イ
ヤ
ー

に
学
ん
だ
彼
の
理
論
に
は
、
M
・
E
・
マ
イ
ヤ
ー
の
影
響
が
強
く
、

構
成
要
件
の
機
能
を
重
視
し
、
そ
の
犯
罪
論
体
系
も
は
じ
め
は
M
・

E
・
マ
イ
ヤ
ー
の
そ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と

も
、
後
年
の
書
物
で
あ
る
「
犯
罪
論
序
説
」
（
昭
和
ニ
ニ
年
）
に
お

い
て
は
、
メ
ヅ
ガ
ー
（
向
ρ
目
冒
ρ
峯
o
N
胴
冒
）
の
影
響
が
大
で
あ
る
。

な
お
、
彼
は
、
比
較
的
初
期
か
ら
、
ド
イ
ツ
近
代
刑
法
学
の
祖
と

い
わ
れ
る
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
＞
■
8
一
昌
く
o
自
句
⑭
自
胃
一
量
o
ブ
）

に
関
す
る
論
稿
を
数
多
く
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
刑

法
思
想
史
へ
の
視
野
を
開
い
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

　
小
野
、
滝
川
に
続
き
、
わ
が
刑
法
学
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
関

係
の
深
化
に
寄
与
し
た
学
者
と
し
て
木
村
亀
二
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
牧
野
門
下
の
木
村
の
刑
法
理
論
は
、
目
的
刑
論
、
主
観

主
義
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
研
究
は
、
該
博
な

外
国
文
献
に
関
す
る
知
識
と
精
激
な
論
理
構
成
を
特
色
と
し
た
も

の
で
あ
ウ
た
の
で
、
彼
の
研
究
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
数
多

く
の
重
要
文
献
が
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
規

範
的
責
任
論
の
中
　
。
核
を
な
す
と
こ
ろ
の
期
待
可
能
性
の
思
想
も
彼

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
系
統
的
な
紹
介
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
は
、
戦
後
、
い
ち
は
や
く
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
為
論
を
紹
介
し
、
昭
和
三
四
年
に
は
、
こ
の

理
論
を
基
本
的
に
取
入
れ
た
独
自
の
刑
法
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
佐
伯
千
慨
は
、
木
村
に
よ
っ
て
系
統
的
に
紹
介
さ
れ
た
期
待
可

能
性
の
思
想
に
関
す
る
ド
イ
ツ
文
献
を
網
羅
的
か
つ
綿
密
に
検
討

し
、
大
著
「
刑
法
に
お
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
」
（
昭
和
二
二

－
二
四
年
）
を
公
刊
し
た
が
、
こ
の
書
物
は
、
期
待
可
能
性
に
関

す
る
ド
イ
ツ
文
献
と
比
べ
て
少
し
も
遜
色
が
な
く
、
わ
が
刑
法
学

が
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
バ
ラ
レ
ル
の
発
展
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
と
評
価
で
き
る
。
彼
は
、
そ
の
他
に
も
、
同
時
代
の
新
し
い

理
論
、
た
と
え
ぱ
、
主
観
的
違
法
要
素
な
ど
に
関
す
る
ド
イ
ツ
文
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猷
を
検
討
し
た
諸
論
文
を
発
表
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
普
及
に
与

っ
て
カ
が
あ
っ
た
。

　
ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
』
曹
昌
9
Ω
o
巨
竃
｝
目
－
ま
）
、
ザ
ウ
ア
ー

（
考
姜
①
巨
ω
彗
彗
）
の
訴
訟
理
論
を
参
照
し
て
独
自
の
刑
事
訴

訟
法
理
論
を
展
開
し
た
団
藤
重
光
が
、
メ
ヅ
ガ
ー
の
行
状
責
任

（
■
〇
一
〕
Φ
自
ω
簑
ブ
昌
目
o
司
窒
o
ヶ
邑
φ
）
、
ボ
ヅ
ケ
ル
マ
ン
（
勺
曽
己
田
o
o
片
o
－
－

昌
彗
目
）
の
生
活
決
定
責
任
（
5
σ
竃
閉
竃
誌
o
ぎ
己
冒
o
q
窒
o
巨
巨
）

に
ヒ
ン
ト
を
え
て
、
独
特
の
人
格
責
任
論
を
展
開
し
た
の
も
、
わ

が
刑
法
学
の
ド
イ
ツ
刑
法
文
献
に
関
す
る
蓄
積
を
基
礎
に
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
他
に
も
、
飯
塚
敏
夫
、
島
因
武
夫
、
久
礼
田
益
喜
、
安
平

政
吉
、
不
破
武
夫
、
日
沖
憲
郎
、
植
松
正
、
竹
田
直
平
、
斎
藤
金

作
等
の
学
者
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
文
献
が
数
多
く
わ
が
国
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
斎
藤
金
作
は
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー

の
共
犯
論
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
刑
法
論
1
を
翻
訳
し
、
さ
ら
に
、

わ
が
刑
法
典
を
独
訳
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
わ
が
刑
法
の
紹

介
を
行
な
い
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
関
係
の
密
接

化
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
。

三
　
第
二
次
大
戦
後

　
以
上
、
明
治
以
降
、
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
と
ド
イ

ツ
と
の
交
流
が
と
だ
え
る
ま
で
の
わ
が
刑
法
学
と
の
関
係
を
み
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
わ
が
刑
法
学
が
ド
イ
ツ
刑
法
学

と
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
バ
ヲ
レ
ル
な
発
展
を
し
て
き
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
二
次
大
戦
後
、
数
年
間
は
日
独
の
交
流
は
断
絶
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
年
）
に
両
国
の
交
流
が

再
開
さ
れ
て
以
降
は
、
戦
後
に
お
け
る
技
術
文
明
の
急
速
な
発
展

に
よ
り
、
わ
が
国
と
世
界
各
国
と
の
距
離
が
せ
ば
ま
り
国
際
化
が

促
進
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
学
術
研
究
の
面
で
も
外
国
情
報

の
入
手
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
よ
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
関
係
は
、
益
々
緊

密
の
度
を
加
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
ほ
ぽ
同
時
に
同
じ
問
題
に
つ

い
て
同
じ
水
準
の
意
見
を
交
換
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
す

な
わ
ち
、
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
、
情
報
が
わ
が
国
に
一
方
的
に

流
入
す
る
と
い
う
感
が
深
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
点
が
か

な
り
改
善
さ
れ
て
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
相
互
的

交
流
が
期
待
で
き
る
状
況
が
生
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
、
第
二
次
大
戦
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
わ
が

刑
法
学
と
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
関
係
を
網
羅
的
に
考
察
す
る
こ
と
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は
、
そ
の
量
と
質
と
か
ら
み
て
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
、

両
国
の
刑
法
学
の
密
接
な
関
係
の
一
例
と
し
て
、
目
的
的
行
為
論

に
対
し
て
わ
が
刑
法
単
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
み
て
行
く

こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
、
目
的
的
行
為
論
を
一
例
と
し

て
取
り
上
げ
た
の
は
、
目
的
的
行
為
論
の
圭
唱
者
で
あ
る
ハ
ン

ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
（
虫
竃
蜆
≠
〇
一
邑
）
の
書
物
ほ
ど
、
多
く
の

わ
が
刑
法
学
者
が
問
題
と
し
た
書
物
は
、
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ
ツ

刑
法
学
と
が
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
き
た
長
い
歴
史
の
裡
で
も
、

き
わ
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
目
的
的
行
為
論
の
主
唱
者
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
の
書
物
に
つ

い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
昭
和
二
二
年
に
小
野
清
一

郎
が
「
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
個
値
哲
挙
」
を
紹
介
し
て
い

る
。
こ
の
書
物
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
教
授
就
職
論
文
（
｝
き
…
－

＄
弍
昌
器
O
ζ
豪
）
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
・

エ
ル
は
、
リ
ス
ト
の
実
証
主
義
的
刑
法
学
と
新
カ
ン
ト
学
派
の
価

値
哲
学
お
よ
ぴ
こ
れ
に
も
と
づ
く
規
範
主
義
的
刑
法
理
論
に
対
す

る
批
判
を
通
じ
て
そ
の
刑
法
学
の
哲
学
的
基
礎
を
あ
き
ら
か
に
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
こ
こ
で
、
新
カ
ン
ト

哲
学
は
、
盲
目
的
・
機
械
的
因
果
性
を
範
礒
と
す
る
実
証
主
義
的

実
在
概
念
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
て
お
り
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
没
意

味
的
実
在
に
対
し
て
非
実
在
的
世
界
に
属
す
る
価
値
を
外
か
ら
付

加
し
て
こ
れ
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
実
証
主
義

の
補
充
理
論
」
（
内
o
昌
旦
①
昌
彗
＄
H
吉
8
ま
o
窪
害
睾
－
く
宕
冒
畠
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
批
判
し
、
そ
し
て
、
こ
の
新
カ
ン
ト
哲
学
に

基
礎
を
お
く
規
範
主
義
的
刑
法
学
が
自
然
主
義
を
克
服
で
き
ず
、

実
在
を
没
意
味
的
・
機
械
的
因
果
過
程
と
み
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
、
法
的
概
念
は
、
無
定
形
な
素
材
を
方
法
論
的
に
加
工
す
る
も

の
で
は
な
く
、
す
で
に
形
成
さ
れ
た
存
在
を
記
述
す
る
も
の
で
あ

り
、
本
質
的
に
存
在
関
係
的
で
あ
り
、
刑
法
学
は
、
刑
法
の
対
象

の
存
在
論
的
構
造
の
基
礎
の
上
に
き
ず
か
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
小
野
は
、
こ
の
書
物
に
つ
き
、
「
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に

よ
っ
て
示
さ
れ
た
論
文
は
刑
法
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
批
判
と
し

て
と
も
か
く
一
つ
の
注
目
す
べ
き
文
献
で
あ
る
と
思
ふ
」
「
ウ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
批
判
は
遥
か
に
精
激
で
あ
り
、
周
到
で
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
啓
発
さ
れ
る
点
勘
く
な
い
と
思
ふ
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
ほ

ぽ
並
行
的
な
進
行
を
し
て
ゐ
る
我
が
刑
法
学
に
と
っ
て
も
其
は
貴

重
な
反
省
の
資
料
た
る
こ
と
を
失
は
ぬ
で
あ
ら
う
。
」
（
小
野
・
法

学
評
論
下
二
一
六
頁
）
と
述
べ
て
、
本
書
を
詳
紬
か
つ
好
意
的
に

紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
理
論
は
、
第
二

次
大
戦
前
、
す
で
に
わ
が
国
で
未
知
の
理
論
で
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ユ
ル
の
目
的
的
行
為
論
が
わ
が
国

で
本
楮
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
こ
と
で

あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
い
ち
は
や
く
目
的
的
行
為
論
を
取
扱
っ

た
論
文
と
し
て
、
平
野
竜
一
の
「
故
意
に
つ
い
て
」
（
法
協
六
七

巻
三
号
、
四
号
、
昭
和
二
四
年
）
と
平
場
安
治
の
「
刑
法
に
お
け

る
行
為
概
念
と
行
為
論
の
地
位
」
（
小
野
還
暦
記
念
論
文
集
（
一
）
、

昭
和
二
六
年
）
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
平
野
は
、
現
在

で
は
見
解
を
変
更
し
て
い
る
が
、
上
記
論
文
に
お
い
て
は
、
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
の
初
期
の
見
解
を
支
持
し
て
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素

と
解
す
る
結
論
に
賛
成
し
て
い
る
。
平
場
は
、
上
記
論
文
に
お
い

て
、
へ
ー
ゲ
ル
以
来
の
行
為
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
の
初
期
の
目
的
的
行
為
論
を
支
持
す
る
旨
の
結
論
を
導
き

出
し
て
い
る
。

　
上
記
二
つ
の
論
文
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
ま
だ
日
独
両
国
の
交

流
が
断
絶
し
て
い
た
時
期
に
そ
れ
ま
で
に
わ
が
国
に
あ
っ
た
文
献

を
利
用
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
七

年
に
両
国
の
交
流
が
再
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
し
い
ド
イ
ツ
刑

法
文
献
が
輸
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
数
多
く

の
目
的
的
行
為
論
に
関
す
る
文
献
が
合
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を

通
じ
て
、
わ
が
刑
法
学
は
目
的
的
行
為
論
の
新
し
い
展
開
を
知
る

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
ド
イ
ツ
文
献
を
検
討
し
て
、
目

的
的
行
為
論
の
意
義
と
価
値
と
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
と
し
て
、

木
村
亀
二
の
「
刑
法
に
お
け
る
目
的
的
行
為
論
－
そ
の
意
義
と

価
値
」
（
季
刊
法
律
挙
一
四
号
、
昭
和
二
八
年
）
と
福
田
平
の
「
目

的
的
行
為
論
に
つ
い
て
」
（
神
戸
経
済
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念

論
文
集
・
法
学
編
、
昭
二
八
年
）
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
二
つ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
目
的
的
行
為
論
は
わ
が
国
で
も
一

般
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後

し
ば
ら
く
の
間
は
、
わ
が
刑
法
学
は
目
的
的
行
為
論
と
の
対
決
に

大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の

牧
野
流
主
観
主
義
刑
法
理
論
か
ら
離
れ
て
目
的
的
行
為
論
を
導
入

し
た
新
し
い
犯
罪
論
体
系
に
も
と
づ
く
刑
法
総
論
を
書
い
た
木
村

亀
二
は
、
そ
の
書
物
の
序
文
で
、
「
今
日
刑
法
総
論
を
書
く
者
は
、

主
観
主
義
を
採
る
者
で
あ
れ
客
観
主
義
を
採
る
者
で
あ
れ
、
目
的

的
行
為
論
と
対
決
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
挙
問
的
責
務
を
果
し
た

と
い
い
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
間
題
を

目
的
的
行
為
論
は
今
日
の
刑
法
学
に
対
し
て
投
げ
か
け
て
い
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
わ
が
刑
法
学
の
目
的
的
行

為
論
に
対
す
る
対
応
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
目
的
的
行
為

論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
〇
〇
以
上
の
論
文
、
翻
訳
、
紹
介
が
わ
が
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国
に
お
い
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
目
的
的
行

為
論
を
そ
の
基
本
的
立
場
と
し
て
採
用
し
た
刑
法
総
論
の
教
科
書

と
し
て
、
平
場
安
治
「
刑
法
総
論
講
義
」
（
昭
和
二
七
年
）
、
木
村

亀
二
「
刑
法
総
論
」
（
昭
和
三
四
年
）
、
福
田
平
「
刑
法
総
論
」

（
昭
和
四
〇
年
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
七
年
に
は
、

福
田
平
、
大
塚
仁
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
「
目
的
的
行
為

論
序
説
」
（
U
鶉
目
豊
①
里
5
ま
咀
望
轟
｛
・
8
ま
覇
壱
8
昌
叩
－

嘗
冨
良
目
豪
ζ
一
旨
o
亘
巨
皇
①
饒
目
巴
①
目
顯
＝
畠
自
■
o
q
呂
豊
冨
－
一

6
9
）
が
翻
訳
、
公
刊
さ
れ
圓
的
的
行
為
論
の
普
及
に
寄
与
し
た
。

な
お
、
昭
和
四
一
年
に
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
、
わ
が
国
を
訪

問
し
、
日
本
各
地
で
い
く
つ
か
の
講
演
を
し
た
が
、
そ
の
講
演
を

翻
訳
収
録
し
た
「
ハ
ン
ス
・
ヴ
ユ
ル
ツ
ェ
ル
　
目
的
的
行
為
論
の

基
礎
」
が
昭
和
四
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
刑
法
学
は
、
目
的
的
行
為
論
に
大
き
な
学

問
的
関
心
を
示
し
た
が
、
わ
が
国
で
は
多
数
の
者
が
目
的
的
行
為

論
を
支
持
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
反
対
の
見
解
の
方
が

有
カ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
的
行
為
論
ほ
ど
、
わ
が

刑
法
挙
が
活
発
に
論
議
の
対
象
と
し
た
ド
イ
ツ
挙
説
は
、
き
わ
め

て
稀
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
目
的
的
行
為
論
そ
の
も
の
が
取
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
的
的
行
為

論
が
刑
法
理
論
掌
に
お
い
て
示
し
た
い
く
つ
か
の
帰
結
、
た
と
え

ぱ
、
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
故
意
、
人
的
不
法
論
、
社
会
的

相
当
性
の
思
想
、
過
失
犯
に
お
け
る
客
観
的
注
意
、
責
任
説
、
目

的
的
行
為
支
配
と
い
っ
た
問
題
は
、
今
日
、
わ
が
刑
法
学
に
と
っ

て
も
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
と
っ
て
も
、
そ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る

こ
と
を
失
っ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
国
際
化
社
会
、
情
報
化
社
会
と
い
わ
れ
る
現
状
の
も

と
で
、
わ
が
刑
法
学
は
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
諸
外
国
と
の
挙

間
的
交
流
を
は
か
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、
と
く
に
三
世
代
に

わ
た
り
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
近
年
で
は
パ
ラ
レ
ル
な
発
展
を
と

げ
て
き
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
と
の
交
流
、
し
か
も
真
の
意
味
で
の
相

互
的
交
流
を
は
か
る
こ
と
は
、
わ
が
刑
法
掌
の
発
展
に
と
っ
て
望

ま
し
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
仮
刑
律
は
、
明
偉
、
清
偉
、
御
定
書
、
肥
後
藩
法
を
参
酌
し
た

　
　
古
色
蒼
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
新
律
綱
領
、
改
定
偉
例
は
、
官

　
　
吏
を
そ
の
名
宛
人
と
し
た
官
吏
の
職
務
上
の
準
則
と
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甘
　
上
　
此
ん
い
ん

　
　
ま
た
そ
こ
で
は
、
類
推
適
用
を
み
と
め
る
比
附
援
引
、
類
推
適
用
す

　
　
ぺ
き
法
規
が
な
い
と
き
で
も
条
理
に
よ
る
処
罰
を
み
と
め
る
村
賦
耕

　
　
○
つ

　
葎
、
遡
及
処
罰
の
肯
定
、
身
分
に
よ
る
刑
の
区
別
が
維
持
さ
れ
て
い

惚3
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た
。

（
2
）
　
旧
法
時
代
の
代
表
的
法
挙
者
で
あ
っ
た
宮
城
浩
蔵
の
著
書
「
刑

　
法
正
義
」
（
明
治
二
六
年
）
の
序
文
を
響
い
た
岸
本
辰
雄
は
、
「
嘗
テ

　
刑
法
講
義
二
巻
ヲ
著
ハ
ス
、
大
二
法
学
者
間
二
行
ハ
レ
、
声
名
洋
温
、

　
需
用
日
二
盛
ン
ニ
、
改
版
五
回
、
発
行
都
数
ノ
多
キ
、
実
二
三
万
有

　
余
二
及
ヒ
、
為
メ
ニ
世
ノ
学
者
ヲ
シ
テ
殆
ト
共
観
ヲ
改
メ
シ
メ
タ
リ
、

　
世
遂
二
君
ヲ
目
シ
テ
東
洋
ノ
オ
ル
ト
ラ
ン
ト
謂
フ
」
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
東
洋
の
オ
ル
ト
ラ
ン
と
称
す
る
こ
と
が
、
賛
辞
と
し

　
て
通
用
し
た
ほ
ど
、
オ
ル
ト
ラ
ン
を
代
表
者
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
流
折

　
衷
主
義
の
刑
法
理
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

（
3
）
　
た
と
え
ぱ
、
江
木
衷
は
、
旧
刑
法
の
皇
室
に
対
す
る
罪
の
規
定

　
が
君
臣
の
名
分
を
失
し
て
い
る
の
は
、
旧
刑
法
の
起
案
者
が
ボ
ア
ソ

　
ナ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
我
ガ
刑
法
ノ
起

　
案
者
ハ
共
和
国
ノ
平
民
ナ
リ
君
臣
ノ
名
分
臣
子
ノ
本
務
二
至
リ
テ
ハ

　
豊
二
能
ク
ボ
氏
ノ
弁
ズ
ル
所
ナ
ラ
ン
ヤ
」
。
「
ル
ー
ソ
ー
輩
ノ
民
約
説

　
其
ノ
他
利
溢
主
義
ハ
能
ク
現
行
刑
法
ノ
精
神
ヲ
支
配
シ
得
タ
リ
ト
謂

　
フ
ペ
シ
聴
」
。
「
現
行
刑
法
ノ
起
草
者
ハ
『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
教
旨
ノ
信

　
徒
ナ
リ
。
耶
蘇
塞
督
ノ
前
ニ
ハ
万
民
同
一
ニ
シ
テ
君
臣
ナ
ク
父
子
ナ

　
シ
。
忠
ト
孝
ト
量
二
現
行
刑
法
ノ
維
持
ス
ル
所
ナ
ラ
ン
ヤ
」
。
「
我
帝

　
国
臣
民
ヲ
挙
テ
遂
二
加
特
カ
教
旨
ノ
拘
東
ス
ル
所
ト
ナ
ラ
シ
メ
タ
リ
。

　
八
万
四
千
ノ
光
明
モ
亦
之
ヲ
照
ス
ノ
勢
ナ
ク
科
戸
ノ
神
ノ
神
風
モ
亦

　
之
ヲ
払
フ
ノ
カ
ナ
シ
L
。
「
今
ヤ
誤
謬
ノ
折
衷
論
ト
民
約
説
ト
加
特
カ

　
教
旨
ト
ヲ
以
テ
悉
ク
我
国
固
有
ノ
美
質
ヲ
打
破
シ
了
レ
リ
」
。
と
述

　
べ
て
い
る
（
「
現
行
刑
法
原
論
」
（
二
版
・
明
治
二
七
年
）
1
1
「
冷
灰

　
全
集
第
一
巻
（
昭
和
二
年
）
四
三
二
－
四
三
六
員
）
。

（
4
）
　
勝
本
は
、
明
治
四
三
年
、
京
都
法
学
会
雑
誌
五
巻
五
号
、
六
号
、

　
二
一
号
に
「
保
護
刑
ノ
代
表
者
タ
ル
リ
ス
ト
氏
ト
応
報
刑
主
義
ノ
代

　
表
者
タ
ル
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
氏
ト
ノ
論
争
ヲ
批
判
シ
テ
我
刑
法
ノ
規

　
定
二
及
フ
」
と
い
う
か
な
り
畏
文
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

（
5
）
　
著
孫
子
勝
、
乾
政
彦
に
よ
る
リ
ス
ト
の
教
科
書
の
翻
訳
は
、
・
独

　
逸
刑
法
論
（
法
偉
叢
書
）
と
し
て
明
治
三
六
年
に
初
版
が
公
刊
さ
れ

　
た
が
、
こ
れ
は
原
著
一
一
版
の
総
則
部
分
の
翻
訳
で
あ
り
、
明
治
四

　
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
書
の
再
版
で
は
、
原
著
一
四
1
1
一
五
版
の
総

　
則
お
よ
ぴ
各
則
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
追
記
）
本
稿
は
、
昭
和
六
二
年
一
月
二
九
日
に
行
な
っ
た
私
の

　
　
最
終
議
義
の
草
稿
の
一
都
に
、
若
千
の
注
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ

　
　
る
。
な
お
、
挙
史
的
叙
述
の
性
格
か
ら
、
文
中
の
人
名
に
つ
い
て

　
　
敬
称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）
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